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あ
な
た
は
大
丈
夫
？ 

 

４
月
に
入
っ
て
登
下
校
の
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
、
様
々

な
機
会
で
話
を
し
て
き
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
地
域
の
方
か
ら
交
通
マ
ナ
ー
の
件
で
お

電
話
を
い
た
だ
く
機
会
が
増
え
て
い
ま
す
。 

  

・
迷
惑
通
行
（
道
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
て
の
通
行
） 

 

・
狭
い
道
を
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
て
走
る
の
で
危
険 

 

・
一
旦
停
止
無
視 

・
ノ
ー
ヘ
ル 

 

・
な
が
ら
運
転
（
ス
マ
ホ
片
手
に
運
転
） 

 
 

な
ぜ
い
け
な
い
の
か
を
考
え
て
下
さ
い
。 

一
番
は
、
自
分
の
命
と
他
人
の
命
を
守
る
た
め
で
す
！

そ
し
て
、
自
他
の
安
全
を
守
る
た
め
に
道
路
交
通
法
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
し
い
交
通
ル
ー
ル
の
も
と
、

安
全
な
自
転
車
の
乗
り
方
を
徹
底
し
て
下
さ
い
。 

 

歩
車
道
の
区
別
が
あ
る
道
路
で
は
、
車
道
を
通
行 

 

車
道
と
歩
道
の
区
別
の
あ
る
道
路
で
は
、
車
道
を
通

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

【
道
路
交
通
法
第
１
７
条
第
１
項
】 

【
３
ヶ
月
以
下
の
懲
役
又
は
５
万
円
以
下
の
罰
金
】 

道
路
の
左
端
に
寄
っ
て
通
行 

道
路
の
中
央
か
ら
左
側
部
分
の
左
側
端
に 

寄
っ
て
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

【
道
路
交
通
法
第
１
７
条
第
４
項
、
第
１
８
条
第
１
項
】 

【
３
ヶ
月
以
下
の
懲
役
又
は
５
万
円
以
下
の
罰
金
】 

 

並
進
は
禁
止 

「
並
進
可
」
の
道
路
標
識
が
あ
る
道
路
以
外
で
の
並

進
は
禁
止
。 

 
 

※
兵
庫
県
内
に
は
実
施
箇
所
無
し
。 

【
道
路
交
通
法
第
１
９
条
、
第
６
３
条
の
５
】 

【
２
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
】 

 

走
行
し
な
が
ら
の
傘
差
し
運
転
、
携
帯
電
話
は
禁
止 

な
が
ら
運
転
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。 

【
道
路
交
通
法
第
７
１
条
第
６
項 

 

兵
庫
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
第
９
条
第
１
項
第
１
０
号
及
び
第
１
１
号

】 

 
【
５
万
円
以
下
の
罰
金
】 

一
旦
停
止
は
確
実
に
！ 

 

自
転
車
が
一
時
停
止
規
則
を
免
除
さ
れ
る
規
定
は
な

い
。
一
時
停
止
の
標
識
の
あ
る
交
差
点
で
は
、
停
止
線

の
直
前
で
一
時
停
止
す
る
と
と
も
に
、
交
差
道
路
を
通

行
す
る
車
両
等
の
進
行
を
妨
害
し
て
は
い
け
な
い
。 

 

【
道
路
交
通
法
第
４
３
条
】 

 

【
３
ヶ
月
以
下
の
懲
役
又
は
５
万
円
以
下
の
罰
金 

過
失
は
１
０
万
円
以
下
の
罰
金
】 

 

 

２
人
乗
り
の
禁
止 

運
転
席
以
外
の
場
所
に
乗
車
さ
せ
て
自
転
車
を
運
転

し
て
は
な
ら
な
い
。 

【
道
路
交
通
法
第
５
５
条
第
１
項
及
び
第
５
７
条
第
２
項 

兵
庫
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
第
７
条
第
１
項
第
１
号
】 

 

【
２
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
】 

 

～
気
に
な
る
こ
と
～ 

 

地
域
の
方
か
ら
、
交
通
の
マ
ナ
ー
面
で
ご
連
絡
を
い

た
だ
く
こ
と
が
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
斉
下
校
指

導
に
お
い
て
、
マ
ナ
ー
の
悪
さ
が
見
ら
れ
ま
す
。 

 
 

地
域
の
方
か
ら 

○ 

期
末
考
査
の
下
校
時
、「
小
宅
台
の
坂
を
猛
ス
ピ
ー

ド
で
通
過
し
た
生
徒
に
声
を
か
け
ま
し
た
。」
と
い
う

連
絡
を
受
け
ま
し
た
。
翌
日
聴
き
取
り
を
し
、
当
該

生
徒
を
指
導
し
ま
し
た
。 

○ 

下
校
時
、「
道
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
て
自
転
車
の
運

転
を
し
て
い
る
。
非
常
に
危
険
。
」
と
い
う
連
絡
を
受

け
ま
し
た
。
片
山
点
滅
信
号
か
ら
小
宅
神
社
に
か
け

て
の
南
北
の
道
路
で
す
。 

 
 

該
当
生
徒
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
地
域
の
方

に
見
守
っ
て
頂
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず
に
。 

○ 

高
校
生
が
運
転
す
る
自
転
車
と
、
本
校
の
生
徒
が
運 

転
す
る
自
転
車
同
士
の
衝
突
事
故
が
あ
り
ま
し
た
。

接
触
の
影
響
で
高
校
生
の
自
転
車
が
破
損
し
ま
し
た
。

そ
の
際
、
名
前
の
確
認
や
、
ぶ
つ
か
っ
た
こ
と
に
対

す
る
謝
罪
を
せ
ず
に
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ

た
よ
う
で
す
。
事
故
等
に
遭
遇
し
た
場
合
は
、
必
ず

相
手
の
名
前
や
連
絡
先
を
確
認
す
る
こ
と
と
、
大
人

に
報
告
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

生
活
指
導
だ
よ
り 

『
道
し
る
べ
』
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